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住基ネットと電子政府、電子自治体との関係住基ネットと電子政府、電子自治体との関係

•　電子政府、電子自治体の目指すところは国民と行政との間の情報化

　→　様々な行政手続（申請、届出等）をインターネットにより実現可能とするこ

　　　とが、電子政府、電子自治体の主要な柱

•　公的個人認証サービスの実施により、全国どこでも、低廉な費用でインター

　ネット上での本人確認を受けることができるようになる

　→　インターネットによる行政手続が実質的に可能となる

•　住基ネットを基盤として、公的個人認証サービスの実施が可能になる

•　住基ネットにより、行政手続の際の住民票の写しの添付や年金の現況届の

　省略・電子化が可能になる

住基ネットが基盤となって、電子政府、電子自治体の構築が可能に
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地方公共団体による公的個人認証サービス制度の概要地方公共団体による公的個人認証サービス制度の概要

既存住基システム

行政機関
（国・地方公共団体
の機関等）

民間認証事業者

署名検証者

電子証明書発行申請

　（４情報＋公開鍵）

…

 電子申請等

申請書等
（平文） ＋

　　電子署名

　（申請書等を住民の

秘密鍵で署名）
＋

電子証明書

　　（住民の

公開鍵付）

（住民の本人確認に活用）

インターネット

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報
管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失
効
リ
ス
ト

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

コミュニケーション
サーバ（ＣＳ）

　　住民基本台帳

ネットワークシステム

住　　民

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報
管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失
効
リ
ス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報
管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失
効
リ
ス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報
管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

都道府県単位認証局

失
効
リ
ス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

電子証明書交付

都道府県知事　　　（
証明書発行・失効情報
管理機関）

市町村長　　　　（本
人確認機関）

失
効
リ
ス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関への
委任が可能

都道府県知事
（証明書発行・失効情
報管理機関）

市町村長

（本人確認機関）

公的個人認証サービス

失
効
リ
ス
ト

市町村窓口

総合行政ネットワーク

指定認証機関へ
認証事務を委任
することが可能

全国サーバ／

都道府県サーバ

本人確認情報
の通知

異動等失効情報
の提供

公的個人認証

サービス受付

窓口端末への

４情報の提供

総合行政ネットワーク等

電子証明書の有効性確
認（失効リストへの問い
合わせ）

住民基本台帳

カード等への秘密鍵・

電子証明書等の記録

○○市

2013 年  8 月 31日まで有効

生年月日
氏　　名

住　　所

昭和 ○○ 年 ○月○○ 日

 

性別女
住基　花子

○○県○○市 ○○町○丁目○番○号

写真
20 mm

× 16 mm

住民基本台帳カード
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地方公共団体による公的個人認証サービス制度の目的地方公共団体による公的個人認証サービス制度の目的

公的個人認証サービスの電子証明書は、市町村の窓口における厳格な本人確認手続に基づき、

都道府県知事名義で発行

→・成りすましの防止、改変の防止、送信否認の防止の効果がある高度な公証力を有する汎用

　　的な電子証明書

→・地理的条件等による格差が生じることなく低廉な費用で提供

○　行政手続のオンライン申請・届出等の手続保障を確保

　　し、国民・住民の利便向上に資する

○　各行政機関が個別に個人認証サービス制度を構築する

　　ことが不要に

○　電子商取引等のインフラである民間認証事業の信頼性

　　を支える基礎的インフラとしての役割を果たす

　公的個人認証サービス等の活用に
　より、大半の行政手続をインター
　ネットで行うことが可能となる。
　（平成１５年度から順次実施）

・戸籍謄抄本交付請求（年間約3500万件）
・住民票の写しの交付請求
　（年間約8500万件）
・婚姻届・離婚届（年間約100万件）
・住民基本台帳カード保有者の転出届
　（年間約200万件）
・所得税の確定申告（年間約700万件）
・パスポート交付申請（年間約500万件）
・国民年金・厚生年金の裁定請求
　（年間約80万件）



4電子証明書

申請書

受付窓口

住民基本台帳カード
などのＩＣカード持参

公的個人認証サービス
電子証明書発行申請書

　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　申請者氏名  　　総務　太郎

　生年月日　　　昭和２５年０４月０１日

　性　別　　　　　　　男

　住　所             霞ヶ関２丁目１番２号

２．受付手続
　　（申請書提出）

３．本人確認

　・実在していること
　　（住民基本台帳データと突合）
　・本人であること
　　（運転免許証etc.）

ＩＣｶｰﾄﾞへの
暗号鍵ﾍﾟｱ書込

鍵ペア生成装置

公開鍵
秘密鍵

４．本人確認後、住民自身
　　による鍵生成

５．公開鍵提出

公開鍵提出

６．証明書発行手続

都道府県知事が発行

電子証明書

７．証明書の交付

受渡窓口

（担当者）

１．市町村役場へ行く

電子証明書の発行等の手続イメージ電子証明書の発行等の手続イメージ

（担当者）

（担当者）

（担当者）

（市町村窓口に設置）

ＩＣカードへの
電子証明書の
書き込み

住民の秘密鍵
電子証明書
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・住所の変更
・氏名の変更
・死亡の事実

　異動等失効情報とは、住民基本台帳法の規定による本人確認情
報について、住所・氏名の変更又は死亡の事実が生じた場合にお
ける当該異動等の事実のみをいい、異動等の内容（新しい住所又
は氏名等）及び住民票コードを含まない。
　なお、この情報の提供を住民基本台帳ネットワークシステムか
ら受けることにより、
　①

　②

　③
　等が可能となる。

※

公的個人認証サービスと住民基本台帳ネットワークシステムとの関係

①　異動等失効情報の提供

デジタル文書に付された電子署名
が本人のものであることの証明

公的個人認証
サービス 異動等失効情報

（通知があった旨）

住民の居住関係
の公証等

住民基本台帳
ネットワーク
システム

通知

市町村窓口

（住民票の記載の修正等）

公的個人認証サービスのシステム側で、住所異動等に係る
個人情報の収集をせずに適確な失効情報を作成すること、
住所等電子証明書記載事項の変更があった場合に、利用者
及び市町村の担当者は、公的個人認証サービス側には申告
を行う必要がなく、利用者の利便性の向上・市町村都道府
県の事務の省力化に資すること、
失効情報作成の正確性が向上すること、
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公的個人認証サービスと住民基本台帳ネットワークシステムとの関係

②　公的個人認証サービス受付窓口端末への４情報の提供等

（１）ＣＳ端末による本人確認

　　　　公的個人認証サービス申請書に基づき、ＣＳ端末で本人確認を実施する。

（２） 公的個人認証サービス受付窓口端末への４情報の提供
　　　　　ＣＳ端末の画面に表示された公的個人認証サービス申請者の４情報（住基ネット統

　　　一文字コードで表記された氏名、生年月日、性別及び住所）を公的個人認証サービ

　　　ス受付窓口端末に媒体で取込み又は回線で送信

→　・ＣＳ端末を利用することにより、既存住基システムの改造が不要

　　　公的個人認証サービスを実施するにあたり、既存住基システムから４情報を

　　　抽出するための改造を行うと時間と費用がかかる

　　　ＣＳ端末から４情報を提供することにより、公的個人認証サービスを低コス

　　　トで構築することが可能となる（住基ネット構築経費３９１億円のうち既存

　　　住基システム改修費が１１２億円（２８．６％）を占めている）

　　・異動等失効情報の円滑な提供が可能

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号、以下「公的個人認証

法」という。)第３条（電子証明書の発行）第３項「住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を

受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認（以下こ

の条において「利用者確認」という。）をするものとし…」
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snkonoejo
kjojwoeiji

snkonoejo
kjojwoeiji

住基カードへの公的個
人認証ＡＰの事前搭載

ＯＳ

snkonoejo
kjojwoeiji

個人の秘密鍵、電子証明書
等のカードへの設定

niojio niojio

niojio niojio

利用へ

ＯＳ

カードベンダが、カードベンダ内設備にて、
公的個人認証ＡＰを住基カードに搭載して
出荷する。この時点では、カードに搭載し
た公的個人認証ＡＰ内に、公的個人認証
サービスで使う情報は入っていない。

事前搭載　＜カードベンダが実施＞

自治体内に設置された、公的個人認証
サービス受付窓口端末や鍵ペア生成装
置にて、秘密鍵、電子証明書等、公的個
人認証サービスに必要な情報を公的個
人認証ＡＰへ設定する処理を行う。

利用可能にするための情報設定
＜各自治体窓口で実施＞

公的個人認証サービスと住民基本台帳ネットワークシステムとの関係

③　住民基本台帳カードの利用
　　（１）　利用者署名符号（秘密鍵）及びこれと対応する利用者署名検証符号（公開鍵）の住民基本台帳
　　　　　カードへの記録

　　 （２）　利用者署名検証符号の都道府県知事（指定認証機関）への通知

　　（３）　電子証明書の住民基本台帳カードへの記録

公的個人認証法第３条（電子証明書の発行）第４項「住所地市町村長により利用者確認を受けた申請者は、住所
地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて、総務省令で定める基準により、利用者署名符号及びこれと対応す
る利用者署名検証符号を作成し、これらを住民基本台帳法第四十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カー
ドその他の総務省令で定める電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）に記録する…」
及び第７項「前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係
る電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。」


